	居宅介護(介護予防)住宅改修費　支給(請求)申請の流れ

	前提事項　→　改修時点で要介護・要支援認定を受けておられる介護保険被保険者であること。

　　　　　　　また住宅改修費支給（請求）申請時点で、当該居宅に(住民登録住所)に居住されていること。

	支給(請求)申請の流れ
	　（準備済みのものに「レ」）

	■事前申請書の提出
	□　事前申請書に下記の書類を添付して提出してください。

□　住宅改修が必要な理由書

●理由書の各項目が記入されていること

□　居宅サービス計画書(1)(2)

●計画書作成日が住宅改修工事の施工前直近のものであること
●計画の総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題（ニーズ）、サービス内容等に、住宅改修に関連する記述 　　　　　　　　がされていること

●居宅サービス計画書（２）に担当介護支援専門員の所属事業所・氏名が書かれていること

□　住宅の所有者が申請者本人でない場合には、所有者の「住宅改修の承諾書」が添付されていること。

●家族であっても必要です
□　工事の見積書・明細書

□　改修前の写真　

●日付入りであること
□　完了予定の状態がわかるもの

●改修前後の図面

	
	

	事前申請書確認後の返却
	

	
	

	■　住宅改修費支給(申請)請求書

　　　＊事前申請の内容と変更がある場合は変更した書類を提出してください。
	□　東近江市の様式であること

□　申請書は、要介護・要支援認定を受けた介護保険被保険者本人であること

□　朱肉で押印されていること

· 振込口座は、原則申請者の口座であること

●本人口座がない場合等で、同居の家族名義の口座への振込を希望される場合はその旨が記されていること

	
	

	■　領収書
	□　当該改修工事のものであることがわかる領収書であること

□　申請者への領収書であること

●家族名等は不可

· 申請時には、領収書原本の提示が必要であること。

●原本確認後、写しをとらせていただいた後、お返しします

	
	

	■　改修後の状態が確認できる写真
	□　改修前の写真と同じ位置から、日付入りで撮影された写真であること




















